
膳所駅南側駅前広場基本計画策定支援業務委託 仕様書 

 

１．業務名称 

膳所駅南側駅前広場基本計画策定支援業務 

 

２．目的 

膳所駅周辺整備については、平成２０年度に橋上駅舎化を中心とする駅周辺の交通体系に

関する基本方針である「大津市膳所駅周辺整備基本構想」が策定され、平成３０年度に北側

駅前広場と膳所駅南北連絡道路（都市計画道路８・７・６号）が完成した。 

膳所駅南側駅前広場（都市計画広場１号膳所駅南交通広場 A=０．４５ha）は、国道１号に

接し、平成２３年度に都市計画道路８・７・６号と合わせて計画決定され、これまでその整

備を目指し、各種の検討を進めてきた。 

この膳所駅南側駅前広場は、都市計画道路８・７・６号と都市計画道路８・７・７号の間

に、それぞれの道路と連続性が確保できるよう一体的に配置されているが、膳所駅南側駅前

広場計画地を含む周辺地区の権利者による市街地再開発への機運が高まってきたことから、

本市としては、市街地再開発事業を活用して駅前広場の整備と駅前にふさわしい新たな魅力

を創造する好機と捉えている。 

  一方で、社会情勢やモータリゼーションの変化、新型コロナ危機を契機として快適性・ゆ

とりへの需要の高まりを背景に、「駅まち空間」や「駅まちデザイン」の新しい考え方が生ま

れ、駅前広場を整備するにあたっては、交通結節点としての機能にとどまらず、利便性・快 

適性・安全性・地域性を備えた多機能で質の高い空間としての整備が求められている。 

こうしたことから、本業務では、特に市街地再開発事業と一体となった広場整備を考慮し

つつ、駅とまちをつなげる駅まち空間の創造に寄与する駅前広場の整備について、具体的な

課題の整理と対応策を検討し、膳所駅の南側にふさわしい駅前広場基本計画の策定を支援す

ることを目的とする。 

 

３．業務対象地 

 （１）業務場所 

    大津市馬場二丁目（別紙 「業務対象範囲図」参照） 

 （２）対象施設等 

ア 膳所駅南側駅前広場 

   イ 平面交差点（1 箇所） 

 

４．業務期間 

  契約締結の翌日から令和 8 年 3 月 27 日まで(予定) 

 

５．遵守法令等 

  本業務は、次の法令、規則等（最新版）に準拠して実施するものとする。また、本業務の

履行にあたっては、本仕様書によるほか、「土木設計業務等共通仕様書（滋賀県土木交通

部）」「測量業務共通仕様書（滋賀県土木交通部）」「大津市公共測量作業規定」によるものと

する。 

 （１）都市計画法 

 （２）道路法 

 （３）道路交通法 



 （４）駐車場法 

 （５）建築基準法 

 （６）高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

 （７）駅前広場計画指針 

 （８）道路構造令の解説と運用 

 （９）都市再開発法 

 （10）鉄道施設に関する基準及び規則等 

（11）その他本業務に関連する法令、規則、条例、ガイドライン等 

 

６．業務内容 

  駅前広場基本計画の策定 

当該駅前広場については、市街地再開発事業と連携した公共空間の整備を想定しており、

地域活動や民間事業の活性化及びにぎわい創出に寄与する公共施設となるよう検討を行う。     

実施にあたり、「大津市膳所駅周辺整備基本構想」や「膳所駅南側周辺整備に係るマーケ

ットサウンディング調査業務」、「膳所駅南側駅前広場整備手法検討業務」等の既存調査資

料を参考にすること。また、道路管理者及び公安委員会と協議を行い、整備の方向性を決

定させるとともに地域の顔となる魅力的な駅前空間形成に向けて基本計画を策定する。業

務内容は以下の通りとする。 

 

（１）基本条件の整理 

現地踏査及び既存調査資料から、駅前広場等の現況や交通状況及び市街地再開発事業

等を把握し、基本計画策定にあたっての前提条件を整理する。また、既存調査資料の

とりまとめを行い整理する。 

（２）利用者予測と通行動線の検討 

JR 膳所駅の南北を繋ぐ動線としては、都市計画道路８・７・７号と都市計画道路８・

７・６号、市道中４５０１号線の３つの動線が主なルートとなっている。それぞれの

既存ルートにおける利用実態を確認したうえで、将来的な鉄道利用者や非鉄道利用者

を想定し、市街地再開発事業と整合を図り、駅南北を繋ぐ最適な通行動線を検討する。 

（３）基本方針の検討 

駅前広場の検討にあたっては、市街地再開発事業と一体的な検討が必要となることか

ら、再開発の建築物等と駅前広場が空間的・景観的に駅前広場としてふさわしいもの

となるよう、導入すべき機能及び施設、規模等の検討を行う。 

（４）将来乗降客数の設定 

駅勢圏の設定を行い、目標年次における駅勢圏人口・将来乗降客数等を予測する。 

（５）規模の算定 

    将来予測に基づき、駅前広場の必要施設面積を算定する。 

（６）構想の立案 

上項の整理を行い、駅前広場内の施設配置計画・利用計画を立案し、駅前広場全体の

整備イメージの検討を行う。 

 



（７）基本計画の作成 

駅前広場敷地の造成手法やデザインを検討し、整備計画案とイメージパースを３案作

成する。また、これらの整備計画案を比較検討し、課題の抽出と整理を行う。 

（８）平面交差点予備設計 

当該駅前広場の整備により改築が必要となる国道１号交差点の予備設計を行う。業務

内容は以下の通りとする。 

ア 設計計画と既存調査資料の確認 

業務の目的・主旨を把握し、既存調査資料の確認を行い、業務計画書を作成する。 

イ 現地調査 

現況施設の状況、周辺の地形、近接構造物及び土地利用状況・河川等の利用形態等

を把握し、工事用道路、仮排水路、施工ヤード等の施工の観点から現地状況を把握

し整理する。 

ウ 平面・縦断設計 

平面交差点付近の線形（視距、曲線半径、縦断線形等）など、主に幾何構造上につ

いて検討を行う。 

エ 横断設計 

水路、縁石、側溝などの位置、取合い及び幅杭位置等について検討を行い、標準部、

右左折部、変速車線部の設計を行う。 

オ 交差点容量・路面標示 

交通現況（時間別・方向別）から最適現示及び飽和度を計算する。路面標示につい

ては、変速車線部、右左折部の矢印、横断歩道、停止線、車両の軌跡等の検討を行

う。 

カ 設計図 

交差点部の滞留長、変速車線部、右左折部、横断歩道、停止線、矢印などの路面表

示を含めて記入する。また、横断設計に基づいて、縦断勾配、測点、変化点毎の計

画高、交差道路及び道路横断構造物等を記入する。 

キ 関係機関との協議資料作成 

交差点形状の決定に必要な管理者協議用資料の作成を行う。作成資料については下

記のとおりとする。 

（ア）地元協議用資料 

全体一般図、施工時道路迂回路図 

（イ）管理者協議用資料 

 交差点平面図、施工時交差点処理図 

ク 数量計算 

数量算出要領に基づき、工種別、区間別に数量のとりまとめを行う。 

ケ 概算工事費の算出 

算出した数量に基づき、概算工事費を算出する。 

コ 照査 

本業務における基本事項の照査は下記に示す業務毎に実施するものとする。また、

作成した資料は、共通仕様書に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。 



サ 報告書の作成 

交差点予備設計としてとりまとめ、報告書を作成する。 

（９）計画図の作成 

基本計画に基づき、基本計画図(S＝1/500 程度)を作成する。 

（10）概算工事費の算出 

計画図に基づき、概算工事費を算出する。 

（11）都市計画 (変更) 決定図書の作成 

都市計画変更事前相談等に使用するための資料作成、都市計画図書の作成を行う。業

務内容は以下の通りとする。 

ア 協議用資料の作成 

関係機関(国、県、警察、鉄道事業者、都市計画審議会等)との協議等に必要となる

資料を作成する。 

   イ 都市計画図書の作成 

 法定図書、参考図書及び縦覧図書を作成する。 

（12）照査 

現地状況・基礎情報の確認、既存調査資料から地形・地質などが設計に反映されてい

るかの照査、設計方針・設計手法・設計図・概算工事費の適切性・整合性の照査を行

う。 

 

７．成果品の提出 

  提出物は次のとおりとする。 

 （１）電磁記録媒体 2 部 

    ※データ形式は CD－R とする。 

    ※本業務は、電子納品対象業務とする。 

    ※成果品納品後にあっても、成果品に誤りがある場合は、直ちに訂正するものとする。 

 （２）報告書（Ａ4 版、ファイル綴じ）2 部 

 （３）設計図（Ａ3 版、ファイル綴じ）1 部 

 

８．業務実施体制 

  本業務の履行にあたっては、管理技術者を定め、委託者に通知すること。 

 

９．提出書類 

  委託者は、契約時又は完了時において業務委託料が 100 万円以上の業務について、測量調

査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務

実績情報として「業務カルテ」を作成し、監督職員の確認を受けた上、受注時は契約後、土

曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、

日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、完了時は業務完了後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機

関に登録申請しなければならない。 

  また、登録機関発行の「業務カルテ受領書」が届いた際には、その写しを直ちに監督職員

に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時



の提出を省略できるものとする。 

 

10．打合せ等 

  設計業務における打合せは、業務着手時、中間打合せ５回、成果品納品時の計７回とする。

ただし、中間打合せは、監督職員と協議のうえ、打合せ回数を変更できるものとする。なお、

打合せは、主任技術者が立会うものとする。 

  打合せは対面を基本とするが、監督職員協議のうえ WEB 会議、TV 会議等（以下、「WEB 会議 

等」という。）を利用することもできるものとする。なお、WEB 会議等は旅費交通費を計上し 

ないものとし、打合せに要する旅費交通費は当初設計金額よりも安価となる場合は設計変更 

の対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 「業務対象範囲図」 

 


